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質問 

大規模修繕工事期間中の専用庭使用料の返還請求がありました。 

どのように対応したら良いでしょうか。 

（相談概要） 

大規模修繕工事に着手したところ、１階専用庭がある住戸の組合員から、工事に伴う足場によ

り１ヶ月以上専用庭を使用できないため、該当する期間の専用庭使用料を返還して欲しいと

要望がありました。どのように対応したら良いでしょうか。 

 

  回答 

専用使用権とは、管理規約等によりあらかじめ定められた用法に従って、排他的に使用

できる権利であり、使用料はその対価として管理組合が徴収するものです。マンション

標準管理規約コメント第１４条関係では、この部分について「管理のために必要がある

範囲内において、他の者の立ち入りを受けることがある等の制限を伴うものである。」

としていることから、一般的には、管理組合が行う管理行為によりその使用が制限され

ることを前提に認められている権利であると解され、使用料についても基本的には決め

られた支払い義務を免れることはできないと考えられます。しかし一方で、本件のよう

に疑問を感じる組合員もいますので、管理組合としては、管理規約や大規模修繕工事を

決定する際の総会決議等で、管理組合が行う管理行為と使用者に対する使用制限の期間

の長短等、本人の受忍限度との関係を考量したうえ、取扱いを決めておくことが望まし

いでしょう。 
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